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資料１ 
 

福岡市消費生活審議会委員名簿 

 任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日  

区 分 氏 名 所 属 団 体 ・ 役 職 

 学識経験の  

 ある者  

奥谷
おくたに

 めぐみ 福岡教育大学教育学部 准教授 

德本
とくもと

 穰
みのる

 九州大学大学院法学研究院 教授 

星野
ほ し の

 圭
け い

 福岡県弁護士会 

 消費生活 

専門分野  

井出
い で

 龍子
りゅうこ

 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 九州支部  

林
はやし

 真実
ま み

 
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会  

理事・九州支部長 

消費者 

片
か た

渕
ふ ち

 輝
て る

昭
あ き

 
福岡市自治協議会等７区会長会 代表 

早良区自治協議会会長会 会長 

栗田
く り た

 知子
と も こ

 福岡市南第１１地域包括支援センター 管理者 

坂本
さかもと

 由紀
ゆ き

 福岡市ＰＴＡ協議会 副会長 

中島
なかしま

 章
あ き

博
ひ ろ

 公募委員 

古川
ふるかわ

 和良
かずよし

 福岡市民生委員児童委員協議会 副会長 

宮本
みやもと

 直嗣
なおつぐ

 特定非営利活動法人ゆめふうせん 理事 

事業者 

石橋
いしばし

 靖
や す

仁
じ

 消費者窓口連絡会 会長 

 松
まつ

藤
ふじ

 泰
やす

大
ひろ

 福岡県生活協同組合連合会 副会長理事 

水竹
みずたけ

 浩
ひろし

 
公益社団法人 消費者関連専門家会議 

西日本支部九州地区部会 正会員 

                          （敬称略、区分内五十音順） 

 

        ※ 石橋 靖仁委員の任期は、令和４年５月１２日～令和５年３月３１日 

       片渕 輝昭委員の任期は、令和４年６月２２日～令和５年３月３１日 

       坂本 由紀委員の任期は、令和４年６月２２日～令和５年３月３１日 

 

 



資料２ 

第２次福岡市消費者教育推進計画の進捗状況について 

 

１ 推進計画の位置づけ 

  この推進計画は，国の基本方針及び「福岡県消費者教育推進計画」を踏まえ， 

 福岡市における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福岡市では，総合計画に基づく各施策の推進 

 により，ＳＤＧｓの実現に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｚ 

消費者教育の推進に関する法律（抜粋） 
(基本方針) 

第９条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針

を定めなければならない。 

(都道府県消費者教育推進計画等) 

第10条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の

区域における消費者教育の推進に関する施策についての

計画を定めるよう努めなければならない。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定

められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育

推進計画)を踏まえ，その市町村の区域における消費者教 

育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努

めなければならない。 

 

福岡市消費生活条例（抄） 
(学習条件の整備及び消費者教育の推進等) 

第８条 市は，消費者の消費生活に関する自発的な学習を

支援するために必要な条件の整備に努めなければならな

い。 

２ 市は，消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むた

めに必要な教育の推進及び知識の普及に努めなければな

らない。 

関 係 法 令  

消費者教育の推進に関する法律 

（消費者教育推進法） 

平成 24 年 12 月施行 

 
消費者教育の推進に関する 
基本的な方針（基本方針） 

平成 25 年６月閣議決定 
（平成 30 年３月変更） 

平成 30 年度～令和 4 年度（５年間） 

（国） 

 

（県） 

福岡県消費者教育推進計画(第２次) 
平成 31 年３月策定 

平成 31 年度～令和 5 年度（５年間） 

福岡市基本計画 ※  
【目標３】 安全・安心で良好な生活環境が 

確保されている 
 

施策 3-7 日常生活の安全・安心の確保 

≪計画期間≫ 
 令和 2 年度～令和 6 年度（５年間） 
 
≪内容≫ 
 ○基本的な考え方 
 ○消費者を取り巻く現状と課題 
 ○消費者教育推進の基本的な方向性 
 ○重点目標と具体的な取組み 

第２次福岡市消費者教育推進計画 

福岡市政策推進プラン 
●消費者被害の未然防止・救済  

福岡市消費生活条例 
平成 17 年４月施行 

（市） 

－１－ 



２ 第２次推進計画の成果指標 

 

 

      出典 （注１）：福岡市総務企画局「基本計画の成果指標に関する意識調査」 

       （注２）：市長室「市政アンケート」 

 

 

３ 第２次推進計画の重点目標と取組の方向性 

 

重点目標１ 

児童・生徒及び若年者に対する消費者教育の推進 

 ①学校（小・中・高等学校・特別支援学校）での取組の推進 

 ②成年年齢引下げを踏まえた若年者に対する消費者教育の強化 

 

重点目標２ 

高齢者・障がいのある人等に対する消費者教育の推進と見守りの強化 

 ①高齢者・障がいのある人等に対する消費者教育の推進 

 ②高齢者・障がいのある人等を支援する人等との連携の強化 

 

重点目標３ 
高度情報通信社会に対応した消費者教育の推進 

 ①高度情報通信社会に対応した消費者教育の推進 

 

重点目標４ 

消費者教育に携わる担い手の育成 

 ①学校における人材育成 

 ②地域等における担い手育成 

 

 

 

 

年 

 

指標の内容 

（策定時） 

現状値 令和元年 

（2019 年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

目標値 

平成 30 年 

（2018 年） 

令和６年 

（2024 年） 

商品やサービスの

購入時に日頃から

トラブル回避を心

がけている市民の

割合（注１） 

80.1％ 80.4％ 82.0％ 85.1％ 90.0％ 

消費生活センター 

の認知度 新規 

 名前も相談窓口が 

 あることも知って 

 いる市民の割合 

  （注２） 

80.5％ 68.6％ 72.4％ 69.0％ 85.0％ 
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４ 第２次推進計画の重点目標ごとの取組項目 

重点目標  取組目標  測定  現状値

(30 年度 ) 
令和  

元年度  
令和  

２年度  
令和  

３年度  
目標値  

(令和 6 年度 ) 
重点目標１ 

児童・生徒

及び若年者

に対する消

費者教育の

推進  

児童・生徒及

び若年者対象

の消費者講座

の実施回数  

◇消費生活センタ

ーの事業実績  
73 回 /年  53 回 /年  34 回 /年  27 回 /年  120 回 /年  

重点目標２ 

高齢者・障

がいのある

人等に対す

る消費者教

育の推進と

見守りの強

化  

消費生活サポ

ーターを有す

る校区・地区

数  

◇消費生活センタ

ーの事業実績  
108 

校 (地 )区  
107 

校 (地 )区  
111 

校 (地 )区  
109 

校 (地 )区  
150 

校 (地 )区  

消費生活事業

者サポーター

の登録数  

◇消費生活センタ

ーの事業実績  
16 

事業者  
23 

事業者  
24 

事業者  
25 

事業者  
40 

事業者  

障がいのある

人や支援者な

どを対象とす

る講座の実施

回数  

◇消費生活センタ

ーの事業実績  
5 回 /年  1 回 /年  3 回 /年  1 回 /年  10 回 /年  

重点目標３ 

高度情報通

信社会に対

応した消費

者教育の推

進  

インターネッ

トトラブル防

止に関する消

費者講座の実

施回数  

◇消費生活センタ

ーによる各局調

査の実績合計  
 

3 回 /年  11 回 /年  6 回 /年  10 回 /年  30 回 /年  

通信販売にク

ーリングオフ

制度がないこ

との認知度  

◇市政アンケート  
「 通 信 販 売 に

は，法律上クー

リ ン グ オ フ 制

度 が な い こ と

を 知 っ て い る

人」の割合  

46.7％  54.7％  47.3％  42.5％  60.0％  

重点目標４ 

消費者教育

に携わる担

い手の育成  

〈再掲〉  
消費生活サポ

ーターを有す

る校区・地区

数  

◇消費生活センタ

ーの事業実績  
108 

校 (地 )区  
107 

校 (地 )区  
111 

校 (地 )区  
109 

校 (地 )区  
150 

校 (地 )区  

〈再掲〉  
消費生活事業

者サポーター

の登録数  

◇消費生活センタ

ーの事業実績  
16 

事業者  
23 

事業者  
24 

事業者  
25 

事業者  
40 

事業者  
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